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医師国家試験合格者の男女比 
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女性医師数の推移 
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平成24年「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）より 



年齢階級別医師数の男女比 
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女性の年齢階級別労働力率の推移 
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医師の就業率 
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※医師が２５歳で卒業すると仮定した場合の就業率。 

「日本の医師受給の実証的調査研究」（主任研究者 長谷川敏彦） 



女性医師の勤務環境の現況に関する調査 
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【調査設計】 
・ 2008年12月～2009年1月 
・ 国内の全病院（8,880施設）に依頼し、病院に勤務する女性医師に調査票を配布し、女性医師から無記名で回答を得た 
・ 施設名簿は医事日報社「病院情報」を利用 
・ 回収数    7,497 （回収率※  49.9％）   有効回答数  7,467 （有効回答率  49.7％） 
  ※回収率は、病院より連絡のあった配布数の合計15,010から算出した 

【ポイント】 

◆ 女性医師の約8 割が常勤だが、日勤だけでなく時間外勤務もこなしている医師が約7 割となっている。勤
務形態が常勤以外の理由については雇用条件が39.8％を占め、本人の希望によらない非正規雇用の存在が
うかがわれる。常勤以外である医師のうち、将来常勤を希望する者は45.5％にとどまっているが、短時間
正職員（20.6％）と合わせると66.1％が正規職員としての勤務を希望している。 

◆ 1 週間の勤務時間については、契約では51 時間以上は3.2％に過ぎないが、実勤務時間では45.4％にもの
ぼる。また、約85％が宿直翌日に通常勤務についている。有給日数も15 日以上が約46％だが、実際の消化
状況は4.2％にとどまっている。 

◆ 休職、離職理由として出産（70.0％）、育児（38.3％）が多数挙げられているが、産前・産後休暇の取得
は約8 割、育児休業の取得は約4 割にとどまり、休暇・休業中の身分保障を更に充実させる必要がある。 

◆ 女性医師としての悩みは家事と仕事の両立が64.1％と最も多く、その他にも時間不足を訴えているが、そ
れらを解決するための就業環境、規則について、「整備されていない」との回答が約4 割となっている。
就労継続に必要な対策として64.8％が回答した保育所等施設の整備については、24 時間保育、病児保育等
のより現実の勤務体系に即した柔軟なサービスの拡充が求められる。（院内保育所の利用率は、利用制限
等により33.8％にとどまっている。） 

◆ 育児中に希望した働き方は、業務内容軽減（46.6％）、時間短縮勤務（38.3％）などが多かったが、実際
には変わりなく通常勤務をしている医師が38.5％と最も多い。また、今後は介護による離職者の増加が予
想され、出産・育児期と同様の対応が望まれる。 



女性医師の職場環境 ～女性医師としての悩み～ 
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日本医師会「女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告書」平成21年3月 



女性医師の職場環境  ～仕事を続けるうえで必要な制度・支援～ 
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日本医師会「女性医師の勤務環境の現況に関する調査報告書」平成21年3月 



基本的に必要なこと 

9 

医師全体の勤務環境の改善 

指導的立場、意志決定機関への女性の参画 



具体的に必要なこと 
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１．指導的立場、意思決定機関への女性の参画に 
  ついての積極的な取り組み 

２．病院管理者や病院長への啓発 

３．制度等の整備など 

４．若い女性医師、女子学生への働きかけ 
  キャリアモデルの提示等 

５．就業継続支援 

６．再研修支援 

７．出産・育児支援 



女性医師支援センター事業について 
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○平成18年11月 
  厚生労働省より「医師再就業支援事業」を受託 
  

○平成19年1月 
  日本医師会女性医師バンク開設（就業継続支援、再研修含む） 
  女性医師バンク以外の事業も開始 
  

○平成21年4月 
  「医師再就業支援事業」改め「女性医師支援センター事業」へ 
  （女性医師の勤務継続への支援に重点を置き、更なる事業の 
   発展を目指す。） 
  

臨床医に占める女性医師の割合は約15％であるが、国家試験合格者では女性医師の
占める割合は3分の1となっており、今後女性医師数は急増していくと予想される。
女性医師は出産や育児により離職せざるを得ない状況にあり、パートタイム勤務な
ど女性医師がライフステージに応じて働くことのできる柔軟な勤務形態の促進を図
り、もって医師確保対策に資することを目的とする。（厚生労働省委託「女性医師
支援センター事業委託費実施要綱」より） 



女性医師支援センター事業 組織図 
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◆センター長        松田峻一良（福岡県） 
◆チーフコーディネーター  佐藤  薫（福岡県） 
◆コーディネーター  
 鹿島 直子（鹿児島県） 神﨑 寛子（岡山県） 
 檜山 桂子（広島県）  温泉川梅代（広島県） 
 

◆事務局 

 

◆センター長       今村  聡（兼務） 
◆チーフコーディネーター 保坂シゲリ（兼務） 
◆コーディネーター  
 猪狩 和子（東京都） 上田真喜子（大阪府） 
 小栗貴美子（愛知県） 清水美津子（東京都）  
 髙橋 克子（宮城県） 福下 公子（東京都） 
 藤井 美穂（北海道） 宮地 千尋（兵庫県） 
 村岡 真理（青森県） 矢野 隆子（大阪府） 
 

◆事務局  

理事会 

女性医師支援ｾﾝﾀｰ事業 
運営委員会 

男女共同参画委員会 

日本医師会女性医師ﾊﾞﾝｸ西日本ｾﾝﾀｰ 
 

日本医師会女性医師ﾊﾞﾝｸ東日本ｾﾝﾀｰ 
 

日本医師会女性医師支援センター 
 ◆センター長   今村  聡  
 ◆副センター長  保坂シゲリ（神奈川県） 
 ◆事務局 

日本医師会女性医師バンク中央センター 
 ◆センター長       今村  聡（兼務） 
 ◆統括コーディネーター  保坂シゲリ（兼務） 
 ◆事務局 

 

女性医師支援委員会 

東日本センターコーディネーター連絡会 

※ コーディネーターは、女性医師支援委員会委員に就任 

常任理事会 

（敬称略） 

関連委員会 

西日本センターコーディネーター連絡会 

担当常任理事  笠井 英夫 



「『２０２０．３０』推進懇話会」について 
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日本医師会では、第3次男女共同参画基本計画の閣議決定（平成22年12月）を受け、本会役
員や、委員会委員への女性医師の積極的登用を図るため、一定の目標を定めている。 
「2020.30」推進懇話会は、その目標達成のための具体的な施策として、女性医師に「本
会の組織・運営・活動に関わる理解を深め、将来、本会の活動に参加して頂く」ことを目
的として、平成23年度より開催している。 
 

 【平成26年度日程】 

 第1回 平成26年10月４日（土）    14時～16時 日医小講堂 
 第2回 平成27年1月30日（金）     14時～16時 日医小講堂 
   

【参加者】 

 第1回   これまで参加者されたことのない方を対象として開催。 
      都道府県医師会に対し、女性医師支援や男女共同参画の分野には携わっていない方々も含

め、広くご推薦を募る。 
  

 第2回   これまで参加されたすべての方を対象として開催。 

  
 【内 容】 

 第1回   平成25年度第1回と同様、以下の内容で開催。 
         １．日本医師会の組織と事業内容   ２．日本医師会の運営の実際 
         ３．当懇話会について 
 

 第2回   医師会が直面する問題とそれに対する取り組みについて担当役員が説明し、 
        その後、質疑応答を行う。  



「女性医師の勤務環境の整備に関する病院長、病院開設者・管理者等への講習会」 
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標記講習会を再開し、 
女性医師の勤務環境の整備をさらに推進 

病院長等、対象者の入れ替わり 法律や制度面での変化 

 

目的：女性医師がｷｬﾘｱを中断することなく、就業を継続するためには、病院
長を始め上司・同僚の理解が不可欠であることから、女性医師に関す
る就業上の問題点を明らかにし、子育て支援についての理解を深める 

・ほぼすべての都道府県医師会において開催する 
 ことができたこと、また、対象となる病院長、 
 病院開設者・管理者等の交代が、それほど頻繁で 
 はないこともあり、平成21年度以降は一旦休止。 
 ※平成25年度より再開。 

年度 
開催回数 

（都道府県医師会と共催） 

平成18年度 22回 

平成19年度 28回 

平成20年度 31回 

平成25年度 22回 

平成26年度 24回 



制度等の整備など① 
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①平成17年2月  女性会員懇談会委員長より 日本医師会長宛 

（内容）厚生労働省に対し、臨床研修制度における産休期間中の身分保証、
再開時の研修継続の保証について、「臨床研修制度に関する省令」
に明記するよう強く働きかけることを要望。 

産休を含めて延べ90日間の研修の休止について厚生労働省の省令に明記された。 

②平成19年2月  男女共同参画委員会より 日本医師会長宛 

（内容）厚生労働省に対し、 
１．都道府県知事宛に出された通知「医師に対する出産・育児等と診療

の両立の支援について」（平成18年10月31日付）を国立病院機構
とﾅｼｮﾅﾙｾﾝﾀｰに改めて通知する 

２．国家公務員の育児支援策として、医師の正職員短時間勤務制度の早期導入 
３．産休育休の代替要員についての制度化について働きかけることを要望。 

厚生労働副大臣を通じ、１、２についてそれぞれの部署に取組の指示が
出され、２について、平成19年8月1日施行の「育児休業等に関する法律
の一部改正」として実現した。 



制度等の整備など② 
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③平成19年2月  男女共同参画委員会委員長より 日本医師会長宛 

（内容）１．日本医師会が行う研修会等への託児室併設 
    ２．各医師会や製薬会社等が行う研修会等への託児室併設について

の働きかけを要望。 

１については、平成19年度より日本医師会事業計画に明記された。 
２については、都道府県医師会と日本製薬団体連合会会長宛てに日本医師会
よりそれぞれ依頼文が出された。 

④平成19年3月  勤務医委員会委員長、男女共同参画委員会委員長より 日本医師会長宛 

（内容）日本医療機能評価機構に対し、医療機能評価項目に、 
 １．ゆとりある勤務体制 
 ２．子育てしながら勤務できる支援体制 
 ３．休業後の再就業を支援する体制 
を加えるよう働きかけることを要望 

日本医療機能評価機構理事長宛てに日本医師会長名で依頼文が出された。 
その結果、平成２１年７月運用開始の病院機能評価統合版評価項目V6.0
より項目に加えられた。 



制度等の整備など③ 
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⑤平成２１年６月  女性医師支援センター長より 日本医師会長宛 

（内容）厚生労働大臣に対し、 
１．臨床研修中の妊娠・出産・育児等による中断についてのﾙｰﾙの明文化 

    ２．臨床研修のについて、妊娠・出産・育児等に配慮した柔軟性を
もったコースの設置について働きかけることを要望 

１について、厚生労働省より各地方厚生局に対し、詳細なルールを周知す
るための通知が出された。 

⑥平成２２年６月  女性医師支援センター長より 日本医師会長宛 

（内容）文部科学省に対し、男女共同参画やワークライフバランスについて
の講義の医学部教育カリキュラムへの導入促進について働きかける
ことを要望 

文部科学大臣、文部科学省政務三役およびモデル・コア・カリキュラムの
改訂に関する連絡調整委員会委員長宛てに、日本医師会長より講義必修化
の依頼文が出された。 
結果、「医学教育モデル・コア・カリキュラム – 教育内容ガイドライン -
（平成22年年度改訂版）」に採用されることになった。 



医学生、研修医等をサポートするための会 
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◇ 都道府県医師会等に対し、開催を依頼  
  （平成18-19年度は男女共同参画委員会が都道府県医師会と共催） 

＊平成18年度はモデル事業として10道県のみ開催 

◇ 開催に掛かる費用のうち、30万円を上限として、本会が負担 

女性医師が生涯にわたりもっている能力を十分発揮するためには、職場や家
庭における男性の理解と協力が不可欠であり、性別を問わず、医学生や研修
医の時期から男女共同参画やワークライフバランスについて明確に理解して
おくことが求められる。本講習会等を通じ、医学生や若い医師がキャリアを
中断せずに就業を継続できるよう、多様な医師像のモデルを提示する。 

平成19年度 25

平成20年度 44（医師会32、その他12）

平成21年度 47（医師会34、その他13）

平成22年度 56（医師会43、その他13）

平成23年度 57（医師会44、その他13）

平成24年度 60（医師会44、その他16）

平成25年度 65（医師会51、その他14）

平成26年度 70（医師会55、その他15）



女性医師バンクについて 
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「日本医師会女性医師バンク」平成１９年１月３０日開設 

☆ 会員・非会員を問わず利用できる 
☆ 求人・求職共に無料 
☆ 現役医師のコーディネーターが、相談・マッチングにあたる 

◇求職登録者数 ：  １９１名（累計７４２名） 

◇求人登録施設数：１,７２９施設（延べ１,９５４施設） 

◇求人登録件数 ：１,０８３件（延べ４,７５３件） 

◇就業実績   ：  ４２６件 

内訳）就業成立 ：   ４０８件 

   再研修紹介：    １８件 （平成27年4月末現在） 



出産・育児支援 
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①保育ｼｽﾃﾑ相談員設置（地域で既にある利用可能な種々の保育ｻｰﾋﾞｽについ
て紹介等を行う。） → 国に支援要望→平成21年度より女性医師等就労支
援事業として女性医師等相談窓口の予算措置実現。現在、都道府県医師会
や行政､大学等により､ほぼ全ての都道府県医師会に設置されている。         

②院内保育所整備の他、様々な保育サービスを利用するための経済的補助に
ついて →平成22年度、相談窓口を通じて等の形で、国1/2県1/2以内他
は医療機関、医師会等が負担でベビーシッター等の費用補助が可能となる 

 女性医師等就労支援事業は、平成26年度から新たな財政支援制度(基金) 
で 対応、国2/3、県1/3 

③講演会・講習会などへの託児施設の併設促進と費用の補助（育児中の医
師の学習機会の確保） →医師会主催の講演会等については、希望に応じ
て、託児サービスを平成20年度から設けている。 

  平成21年度から女性医師支援センター事業として費用を補助（次頁） 

④日本医師会会費の産休・育休中の減免→平成22年４月より実施 



医師会主催の講習会等への託児サービス併設促進と補助 
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勤務継続及び復職の支援の一環として、育児中の
医師の学習機会を確保するため、各医師会が主催
する講習会、講演会、研究会等に託児サービスを
併設する費用を補助する。 

対象：都道府県医師会または郡市区医師会が主催する講習会、講演会、研究会 等 

【利用実績】   

上記には、日本医師会利用分も含む 

利用医師会数 利用者数（子どもの数）

平成21年度 14医師会 102人

平成22年度 20医師会 231人

平成23年度 20医師会 174人

平成24年度 23医師会 284人

平成25年度 20医師会 343人

平成26年度 23医師会 266人



平成２６年度女性医師支援センター事業ブロック別会議 
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地域からの声をお聞かせいただくと同時に、本事業へのご理解を深
めていただくという、双方向による情報伝達ならびに各地域内での
情報交換の機会として、平成21年度より全国6ブロックにて開催。 

◇北海道・東北ブロック（担当：山形県医師会） 
    日 時：平成26年10月19日（日） 10時00分～    場 所：山形市内ホテル 

 
◇関東甲信越・東京ブロック（担当：日本医師会） 
    日 時：平成27年1月17日（土） 15時00分～     場 所：日本医師会館 

 
◇中部ブロック（担当：福井県医師会） 
    日 時：平成26年11月16日（日） 12時00分～     場 所：福井市内ホテル 

 
◇近畿ブロック（担当：奈良県医師会） 
    日 時：平成26年11月30日（日） 14時00分～    場 所：奈良市内ホテル 

 
◇中国四国ブロック（担当：岡山県医師会） 
    日 時：平成26年12月20日（土） 15時00分～     場 所：岡山ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

 
◇九州ブロック（担当：佐賀県医師会） 
    日 時：平成26年12月7日（日） 14時00分～     場 所：佐賀市内ホテル 



女性医師支援事業連絡協議会の開催 
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各地で実施されたブロック会議の内容を、全国規模で情報共有し、意見
交換を行う機会として開催。 

 

平成26年度 女性医師支援事業連絡協議会 
次    第 

日時：平成27年2月27日（金） 
場所：日本医師会館 大講堂 

 開 会 

 センター長挨拶   

 議 事１  国における女性医師支援の取組 

        厚生労働省大臣官房 審議官（医政担当）（老健局、保健局併任） 福島靖正 先生 

 会長挨拶 

 議 事２  女性医師支援センター事業ブロック別会議 開催報告 
       （各ブロック会議の総括や特徴的、先進的な取り組みの紹介） 

      ①九州      佐賀大学医学部社会医学講座講師  原めぐみ 先生 
      ②中国四国     岡山県医師会理事  神﨑寛子 先生 
      ③近畿       奈良県医師会勤務医部会理事 
                奈良県立医科大学女性研究者支援ｾﾝﾀｰ講師  須﨑康恵 先生 
      ④中部       福井県医師会女性医師対策委員会委員長  里見裕之 先生 
      ⑤関東甲信越・東京 埼玉県医師会常任理事  利根川洋二 先生 
      ⑥北海道・東北   北海道医師会女性医師等支援相談窓口ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  足立柳理 先生 
            

 質疑応答（全体）・総合討論 

 閉 会                                  出席者：１４７名 



大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会の開催について 
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【目  的】 ・本会女性医師支援センターの取り組みの周知 
       ・各大学医学部および各医学会における女性医師支援や男女共同参画に関する取り組みについ

ての情報（意見）交換 

【開催日時】 平成２６年９月２６日（金）連絡会 14時～16時（於：日本医師会大講堂） 
                    茶話会 16時～  （於：日本医師会小講堂） 

【参加者】  ・各都道府県医師会から推薦いただいた、管内の大学医学部の女性医師支援や男女共同参画の担当者 
       ・各日本医学会分科会（122学会）の女性医師支援や男女共同参画の担当者 
       ・都道府県医師会担当役員等 

【内 容】  １．日本医師会の女性医師支援に関する取り組みについて 
          

       ２．事例発表 
         ①長崎大学の取り組み 
             長崎大学男女共同参画推進センター センター長 
             長崎大学病院ﾒﾃﾞｨｶﾙﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽｾﾝﾀｰ センター長 副学長/教授 伊東昌子 先生 

         ②奈良県立医科大学の取り組み 
             奈良県立医科大学微生物感染症学 講師 
             奈良県立医科大学女性研究者支援センター コーディネーター 水野文子 先生 

         ③東京医科大学の取り組み 
             東京医科大学医師・学生・研究者支援センター長 教授 大久保ゆかり 先生 

         ④『全国医学部におけるﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの取り組み～小児科学会主催ｱﾝｹｰﾄ調査より～』 
             日本小児科学会男女共同参画委員会委員 福與なおみ 先生 

        ・（報告）「女性医師支援に関するアンケート調査」（大学）について 
             日本医師会女性医師支援委員会委員 髙橋克子 先生 
          

       ３．意見交換 参加者２６９名 



S58年度～ 

勤務医委員会 
           

H20年度～ 

勤務医の健康支援に 

関する検討委員会 
（旧称 勤務医の健康支援に関するプロジェクト委員会） 

         

H19年度～ 

全国医師会勤務医部会 

連絡協議会 
          

都道府県医師会勤務医 
担当理事連絡協議会 
           

 

H17年度～ 
男女共同参画 
フォーラム 
       

女性医師支援センター事業 
（女性医師バンク） 
＜厚生労働省委託事業＞ 
H19年1月より開始 
            

H18年度～ 
女性医師支援委員会 
         

H18年度～ 
男女共同参画委員会 
            

 
Ｈ23年度設置 

同委員会 

臨床研修医部会 
         

 
日本医師会の事業 

勤務医の勤務環境改善、女性医師の支援の歩み 
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「勤務医の健康支援のための検討委員会」の取組 

26 

１年目（Ｈ20） 

２年目（Ｈ21） 

３年目（Ｈ22） 

４年目（Ｈ23） 

学
会
・
学
術
誌
等
で
の
成
果
報
告

 

5年目（Ｈ24） 

6年目（Ｈ25） 

7年目（Ｈ26） 

・医師会会長から諮問、委員会設置～勤務医の健康支援策の検討開始 

・全国アンケート調査の実施、結果の公開 
「医師が元気に働くための七か条」「勤務医を守る病院７カ条」 
「職場改善チェックリスト」の開発 

・電子メール・電話相談会の実施 
・病院管理者病院産業医向け研修ワークショップの開発 

・ワークショップ事例の検討 
      病院産業医の育成、全国展開１：熊本、京都、岡山等 

・労働時間ガイドラインの検討 
   精神科、麻酔科など診療科別ネットワーク     
     病院産業医の育成、全国展開～岐阜、山口、徳島、宮城、高知、佐賀、奈良、東京 

                    徳島開催のワークショップＤＶＤ作成・配布 

・医師の健康支援と労務管理ツール作成 
   ワークショップ：富山、茨城    
    手引、評価ツール ～ 「勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール」 

・「分析・改善ツール」の改訂・ワークショップ 
lワークショップ：千葉、埼玉、鹿児島 

「分析・改善ツール」とワークショップを日本医師会のＨＰに掲載 

改正医療法の施行 
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委員長  ： 保坂 隆   
            （聖路加国際病院 リエゾンセンター長・聖路加看護大学臨床教授） 
副委員長： 中嶋 義文     （三井記念病院精神科部長） 
 
委  員：  赤穂 理絵  （東京都立駒込病院神経科部長） 
      浅見 浩   
         （浅見社労士事務所 全国社労士会連合会 医業労務管理委員会委員） 
      馬岡 晋   （三重県医師会 理事） 
      木戸 道子  （日本赤十字社医療センター第二産婦人科部長） 
      久保 達彦  （産業医科大学公衆衛生学教室講師） 
      玉城 信光  （沖縄県医師会 副会長） 
      村上 剛久    （マインド社会保険労務士事務所所長） 
      吉川 徹       （労働科学研究所副所長） 
       
日本医師会 担当役員 常任理事 道永 麻里 
 
厚生労働省 労働基準局労働条件政策課から、担当官がオブザーブ出席 

平成２６,２７年度の委員会の構成（委員は五十音順。敬称略。 



勤務医の健康の現状と支援のあり方に関するアン
ケート調査の実施 

 

①調査対象：日本医師会会員で勤務医 

 （約75000人）から１万人を無作為抽出 

  （男性8000人、女性2000人） 

 

②調査期間：平成21年2月20日～3月6日 

 

③回  答 ：4,055人 有効回答率40.6％ 
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 勤務医の健康の現状と支援のあり方に関する 
       アンケート調査結果概要   （Ｎ＝3879） 

■休日・・・２人に１人が月に４日以下 
 
■平均睡眠時間・・・６時間未満が４１％ 
 
■自宅待機・・・月に８日以上２０％ 
 
■クレーム・・・２人に１人は半年以内に１回以上のクレームの経験あり 
 
■相談・・・２人に１人が自身の体調不良を他人に相談しない 
 
■メンタル面のサポート 
        ・・・・９％の回答者が必要 
           ７％が自身を否定的に見る 
           ６％が１週間に数回以上死や自殺について考える 
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勤務医の半数以上が勤務医の健康支援のために必要だと考える健康支援アクション項目 

■医師が必要な休日（少なくとも週1日）と年次有給休暇が取れるようにする 
 
■医師が必要な休憩時間・仮眠時間を取れる体制を整える 
 
■医療事故に関する訴えがあった際には必ず組織的に対応し関係者が参加して 
  医師個人の責任に固執しない再発防止策を進める 
 
■記録や書類作成の簡素化，診療補助者の導入等を進め，医師が診療に専念 
  できるようにする 
 
■院内で発生する患者・利用者による暴言・暴力の防止対策を進める 
 
■女性医師が働き続けられるように産休・育休の保障や代替医師を確保し， 
  時短勤務制度の導入，妊娠・育児中の勤務軽減，育休明けの研修等を充実させる 

勤務医の健康の現状と支援のあり方に関する 
アンケート調査結果概要 
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勤務医の 
健康を 
守る病院 
７カ条 
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医師が 
元気に 
働くため 
の７カ条 
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医師の健康支援を目指して 
勤務医の労務環境に関する分析・改善ツール 

 

[１] 労働時間管理に関する勤務医への周知 
[２] 労働時間の適正把握 

[３] 労働時間・休憩・休日の取扱い 

[４] 時間外・休日労働協定（36協定） 

[５] 割増賃金 

[６] 勤務医の衛生管理、健康支援 

[７] 女性の勤務医の就労支援 
 

[１] 労働環境改善のチーム作りとステップ 
    ・労務管理に関する方針の表明 
   ・管理職、診療科、事務長などからなるチーム編成 
   ・計画・勤務時間の自主ルール策定 
       ～すぐに取り組めるものから。優先順位をつける。 

[２] ＰＤＣＡサイクル 

   ・６ステップ（方針表明→組織つくり→計画作成→自主監査           

      →規則作成→実施検証）でＰＤＣＡサイクルをまわす  

    ・自主監査でチェックリストを再度活用 

[３] 取組開始のタイミングのヒント 
  ・研修や組織変更などのタイミング。問題が発生する前に実施 

[４] 検討を行う組織のヒント 
  ・施設トップのリーダーシップ不可欠。 

  ・衛生委員会など既に設置されている委員会の活用、など 

• 地域や医療機関によって勤務医を取り巻く環境は異なり画一的な方法での解決は困難。 
• 勤務医の置かれている実態と労働法令とのかい離が大きいという現状もある。 
 
• 法令をあくまで現状把握の指標として位置付け、勤務医の職場環境の改善につなげることがねらい 
• 管理職、人事労務担当の方々向けに作成。時間をかけずにできる取組も多く盛り込まれている 

ツールの制作経緯・ねらい 

        ＜ステップ１＞  
「労務管理チェックリスト」による現状把握 

＜ステップ２＞ 労働環境改善の手順 

概 要 
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勤務医の労務環境に関する分析・改善ツール 
 6,7ｐ 
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勤務医の労務環境に関する分析・改善ツール 20,21ｐ 



日本医師会 36 

医師の職場環境改善ワークショップ研修会 

研修の目的 

知識共有 

労務管理に関する分析・改善ツールを活用して、医師の健康支援
のために必要な改善策を学ぶ 

経験交流 

ツール活用、事例検討によるグループワークを通じて、各施設に
おける医師の健康支援に関連した労務管理や診療業務の進め方
の良好事例や、経験を交流する 

自分の施設におけるとるべきアクションの明確化 

事例解説や総合討議を通じて、自分の医療機関における産業保
健体制、医師のメンタルヘルス、医師のワークライフバランスなど
医師の勤務環境改善の優先策を整理する 



医師の職場環境改善ワークショップ 

タイムスケジュール 
※14時開始は一時間繰り下がります 

日本医師会 37 

時 間 内 容 講 師 
13:00‐13:15 挨拶 

研修オリエンテーション 
各医師会 
講師１ 

13:15‐14:15 
（60分） 

■労務管理分析・改善ツールの記入演習 
講義：ツール解説、健康支援と労務管理 

講師２ 

14:15‐15:30 

（75分） 
■事例検討 
-ケーススタディのすすめ方(5) 
-自己紹介(10) 
-課題提示と事例検討(60) 

ファシリテーター 
講師１，２，３，４ 

15:30‐15:45 休 憩 

15:45‐17:15 

（90分） 
■グループ発表と意見交換 
事例解説と小講義 
-医師のメンタルヘルス 

-勤務環境改善,産業保健,女性医師支援,好取組 

-施設管理者が知るべき労務管理のイロハ 

ファシリテーター 
講師１，２，３，４ 
 

17:15‐17:30 ■まとめと総括 講師全員 



38 

日本医師会 医師の職場環境改善ワークショップ研修会 

 

グループワーク事例 11：  

「妊娠を機に上司から心ない言葉を受けた女性外科医Ｃさん」 
 

Ｃ医師：35歳、女性、一般外科、九州出身、国立大学卒 

経過：国立大学卒業後、母校で臨床研修、複数の病院で経験を積み、2 年前から現在の病院に就

職。 

 

＜事例 11＞ 

 Ｃ医師は一般外科医としてベッド数 300 床の病院に勤務している女性医師。現職場の医師の体

制は 50代の部長、40代の男性医師、本人、30代の女性医師、30代の男性医師の計５人で、研修

医もローテーションで回ってきている。当直は 5 日に 1 回程度のサイクルであり、外科医として

のやりがいも感じており、周りの評価も高かった。部長は彼女に絶大な信頼を置いていた。 

 Ｃ医師は現在、独身であるが、1年前から交際している別の病院の年下の内科医師がいる。 

 2 ヶ月前からＣ医師には嘔気が出始め、近くのクリニックの産婦人科を受診したところ妊娠を

告げられた。彼に相談したところ、本当に喜んでくれて、これを機に早速いろいろと手続きをし

ようと言ってくれ、妊娠 4か月目になって入籍の話がまとまった。 

これまでの間、仕事を休まずに当直もこなしていたが、取り急ぎ部長や職場の同僚にその事実

を伝えた。すると部長や同僚の反応は・・・・ 

○ 部長「えっ妊娠したの、これからの勤務はどうするの？指導的な立場にあるのに、困った

なあ。ぎりぎりまで働いてくれるよね。あと産後は早めに戻ってきてもらわないと困るから

ね。」 

○ 男性医師「Ｃさん、まだ結婚していなかったよね。この忙しい時期に妊娠とは・・・、女

性は分からないものだな。」 

○ 女性医師「おめでとうございます。ところで、代わりの先生はいつ来るのですか？」 

 周りの反応は思ったより冷たかった。 

Ｃ医師は、自身の健康管理のために就業規則に定められていた妊産婦の当直免除制度の利用を

部長に申し出た。しかし、部長から「君ばかり特別扱いするわけにはいかないよ。忙しい時期な

のでなんとか頑張ってくれないか。あと、育児休業を取るのであれば、別の医師に来てもらわな

いとならないので、１年後に戻ってきてもＣさんの居場所はないかもしれないよ。」と言われてし

まった。 

このままでは、退職しかないのではないかと不安になり、総務の人事管理担当者に相談したと

ころ、「これまで、妊娠された先生は、産前産後休業は取らずにほとんど退職して医局に戻ってお

られます。その際は別の先生に来てもらっているのが通例なのですが･･･。医師が看護師と同じよ

うに育児休業を取得したり、時短勤務などの勤務条件を変更した前例がありません。私もおかし

いと思うのですが、部長と相談して院長先生に決めていただくしか・・・、申し訳ありません。」

とのことだったので、ますます不安になってしまった。 

妊娠していることを伝えてから部長に無視されているのではないかと思う出来事も度々あり、

また自分の悪口を言っていることを他の医師から聞いた。最近では、食欲もなくなり、夜も眠れ

なくなってきている。 

これまでは、出産後も育児休業を取得し、復帰後は短時間勤務をしながらこの病院で勤務して

いきたいと考えていたが、退職しようか悩んでいる。 

 

課題１：事例を参考に病院における母性保護の課題を整理し、病院職場における女性医師が抱える健康

上の課題、問題点を列挙してみてください。 

 

課題２：女性医師が健康で安心して長く働き続けられる勤務環境にするために、必要な取り組み例を列

挙し、実現性の高い対策３つをまとめてください。その際、本日提供された資料を参考にしなが

ら、すでに皆さんの病院で行っている取り組みや配慮している事項があればそれらを先に討議し（育児・

介護休暇、育児に関する制度づくり等）、次に、必要な対策を討議する、という順ですすめてください。 

 

・ 
・ 
・ 
何が問題？ どうしたらよいのか？ 



 「分析・改善ツール」が掲載されています。 

ワークショップの内容が動画配信されております。 
どなたでもごらんいただけます 
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 30条の13 管理者は、勤務環境の改善等の措置を講ずるよう努めなければならない。 
 30条の14 厚生労働大臣は、指針となるべき事項を定め、公表する。 
 30条の15 都道府県又は委託を受けた者は、勤務環境の改善促進のための拠点としての 
      機能確保に努める（勤務環境改善支援センター） 

医療法の改正と勤務環境改善の取組 

       厚生労働省「医療分野の『雇用の質』向上プロジェクト    
        チーム報告」に日本医師会における勤務環境改善のための 
        検討成果との連携が盛り込まれる。 

平成26年 3月 「医療分野の『雇用の質』向上のための勤務環境改善 
       マネジメントシステム導入の手引き」(30条の14の「指針」) 公表  
            ※「勤務医の労務管理に関する分析・改善ツール」が盛り込まれる。  
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平成26年 2月（閣議決定、改正医療法に位置付け） 
                各都道府県ごとに、医療機関に対する総合的な支援体制 
              （勤務環境改善支援センター）を設置する。 

平成26年6月 医療法改正 

勤
務
医
の
健
康
支
援
に
関
す
る
検
討
委
員
会

の
取
組
・医
療
部
会
等
へ
の
参
画 

平成25年 6月 社会保障審議会医療部会 医療法改正に向け議論スタート 

平成25年10月 社会保障審議会医療部会で「医療勤務環境改善」等議論 

平成25年12月 社会保障審議会医療部会意見 
        ※医療機関の勤務環境改善システム導入を提言。 

Ｈ20 勤務医健康支援
検討委員会 

平成25年 2月 



第三十条の十三  
   病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務  
   環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければ 
        ならない。 
 
 
 
 
 
第三十条の十四 
   厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべき措置に                   
     関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを 
        公表するもの とする。 
 
 
 
 

医療機関の管理者の勤務環境改善等への取組が明記 

厚生労働省は医療機関のために「指針」策定 

医療勤務環境改善の実施体制  
改正医療法 30条の13～30条の16を追加 
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改正医療法で定められた「指針」に 
委員会で作成した「分析・改善ツール」が 
掲載されています 

42 

「分析・改善ツール」は日本医師会の
ホ－ムページでより鮮明に見ることが
できます。 



第三十条の十五  
    都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施 
    するよう努めるものとする。 
 一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、 
          必要な 情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 
 二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発 
          活動を行うこと。 
 三 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援 
          を行うこと。 
２ 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に 
      委託することができる。 
３ 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は 
      当該委託に係る事務を実施するに当たり、医療従事者の勤務環境の改善を促進する 
      ための拠点としての機能の確保に努めるものとする。 
 
 
 
 
４ 第二項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者で 
     あつた者は、正当な理由がなく当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らして 
     はならない。 
第三十条の十六  
   国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対 し、 
   必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。 

都道府県は、相談、情報提供、助言、調査、啓発活動その他の援助のため
に「医療勤務環境改善支援センター」機能を確保 
 

43 



医療勤務環境改善の実施体制（改正医療法の枠組み）  

都道府県＝責任主体 

医療担当部局 

医療勤務環境改善支援センター 

運営協議会（都道府県が主体） 

→労働局や関係団体との連携 
医師会、看護協会、病院協会、
社会保険労務士会、医業経営コ
ンサルタント協会等 

厚生労働省 
医療政策の観点から改正医療法に勤務環境改善の仕組みを規定。労働施策と連携。 

医政局 労働基準局 医療労働企画官は
双方兼務 

都道府県労働局 

病院・診療所 

 
相談支援 
情報提供 
       研修会  等 
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12都道府県で設置済 
27年度中にはすべての
都道府県で設置予定 



【名称】 

『Doctor-ase（ドクタラーゼ）』 
 「医師にする酵素」の意味。様々な情報を通じて、医学生が医師になるのを助けると
いう含意。(2012年4月創刊、年4回発行) 

【コンテンツ】 

 医療界全体について考える視野を持ってもらうととも
に、医師会への理解の深化を目的とする内容とする。 

医学生向け無料情報誌『ドクタラーゼ』 ＜概要＞ 

http://www.med.or.jp/doctor-ase/index.html 

＜特集テーマ＞ 

①全国の大学医学部･医科大学､②主要予備校の医学部進学コース､③医学部に多くの卒業
生が入学する一部高校 等へ配布。 

 第１号 臨床研修制度を考える－医師としての第一歩をよりよくするために   

 第２号 大解剖！ 医療保険のしくみ 
 第３号 これからの道 どう選び どう決める？ 医師の「キャリア」を考える 
 第４号 地域の救急医療を支えるしくみ 
 第５号 男女がともに医師として働き続けるために 
        日本医師会女性医師支援センターの取り組みより 
 第６号 意外と知らない 医師会のリアル 
 第７号 在宅医療 患者の「居場所」で行う医療 





勤務医・女性医師等の役員枠の創設 

 
 
第１３１回日本医師会臨時代議員会に、勤務医・女性医師
の各１名の登用に向けた理事定数の増員に係る定款変更
の件が議題として上程され、決議された。 

 

平成２６年度より、勤務医の立場から藤田直孝先生、 女
性医師の立場から山本纊子先生が理事として日本医師会
の会務に参画している。 
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ご清聴ありがとうございました。 
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日 本 医 師 会 


